
「内閣府住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金について」通知がありました。この給付金は「電力・ガス・

食料品等価格高騰緊急支給給付金」であり、住民税非課税世帯や令和4年1月から12月までに家計急変のあった

世帯を支援するものです。対象となる世帯には、阿南町から、給付内容や確認事項が書かれた確認書がご利用者

の住所地である赤石寮へ届きます。記載内容を確認し、赤石寮が手続きを代行し支給金が個人口座に入金される

よう進めています。

給付金の支給額 ： 1世帯当たり一律 ５万円

給付金支給時期 ： 阿南町が確認書又は申請書を受理した日から３０日以内を目安に支給

申請期間 ： 令和４年１２月１日（木）～令和５年２月２８日（火）

手続き代行 ： 赤石寮

阿南町新型コロナウイルス対策特別給付事業について
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あけましておめでとうございます。謹んで新年のご挨拶を申し上げます。

昨年は、コロナワクチン接種が第4回、5回と各地域で実施され重症化のリスクが軽減したかと思ったなかで、

第8波が到来しました。赤石寮でも、気を抜かないよう行動制限を徹底し、気を付けてまいりました。

しかしながら、12月18日に1名の陽性者が判明し多床室が取り組む予防策とまん延防止策のためのゾーニング

を行いましたが、1日経過するたびに陽性者の数が増し、飯田保健所、認定看護師の指導を受け拡大防止に努め

ました。

施設では、平均介護度が4.3 平均年齢88歳、100歳以上4名が暮らす方々が、日常の生活行為である「食

事」は一番重要な課題です。年が大きくなるにつれて食が細くなっていきます。そうした中でのコロナ感染クラ

スターは、私たちにとっては脅威でした。口にして頂ける食品購入やご家族から好物の差し入れ、点滴等、少し

でも体内に入れ体力温存に努め、予防に取組んでいましたが結果として大クラスターがおきました。ご家族の皆

様には大変心配をおかけし申し訳ありませんでした。

病状回復に向け、職員一丸となり取組んで参ります。終息宣言については最後に発生した12月31日の方より

10日間、その後1週間の健康管理を経て感染解除となります。

今回のコロナウイルス感染で感じたことは、ウイルスの足の速さとガウン等の予防着を着用しても感染してし

まう怖さでした。今後、どこに落とし穴があったのか追及と改善を行い、一定レベルまでスキルアップに努めイ

ンフルエンザや感染性胃腸炎にも備えていきたいと考えます。

ご家族様をはじめ、関係する方々からの励ましのお言葉に感謝申し上げます。今後も皆様の協力の下で「持ち

込まない対策」を進め、再びこのような事態にならぬよう努めてまいります。

本年も、どうぞ宜しくお願い致します。

新年のご挨拶

住民税非課税世帯の皆様へ



敷地内でお花見

今年も笑顔でありますように

ご家庭で不要になりました、バスタオ

ル、フェイスタオル、手ぬぐい等の綿

製品がございましたら、事務所迄届け

ていただけると助かります。

お願い

介護職員を募集して
います。
ご連絡をお待ちしています。

第5回 コロナワクチン接種日の変更（お知らせ）

1月6日（金）20日（金）に予定していました接種日を変更いたし

ます。日程は、医療機関と接種調整のうえ確定いたします。
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